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１ はじめに 

 

 現行の官庁会計は，歳入・歳出による現金取引のみを対象とした現金主義会計・単式簿記

方式です。この会計制度は，現金の動きが分かりやすい反面，資産や負債に関するストック

情報が不足しています。この問題を解消するために総務省で地方公会計制度に関する研究が

すすめられ，平成 18年 5月の「新地方公会計制度研究会報告書」において，企業会計的手

法を取り入れた財務諸表のモデルが示され，その後，平成 19年 10月の「新地方公会計制度

実務研究会報告書」において，具体的な作成手順が示されました。 

しかし，これまで各地方公共団体において整備してきた財務書類については，「総務省改

訂モデル」「基準モデル」「東京都方式」など，複数の作成方法が混在しており，団体間の比

較が困難な状況となっていました。 

そこで，平成 27年 1月，総務省より「統一的な基準による地方公会計マニュアル」が示

され，平成 27～29年度の 3年間で全地方公共団体が統一的な基準に基づく財務書類を整備

することとなりました。 

当市も，平成１２年度に示された総務省モデルに基づく貸借対照表及び行政コスト計算書

を作成，公表を開始し，平成 19年度決算分より総務省改訂モデルに基づく財務書類の作成

へ移行。さらに，平成 22年度決算分より基準モデルへ移行し作成を続けてきましたが，今

回作成を行った平成 27年度分決算から，統一的な基準に基づく財務書類に移行しました。 

今後，団体間の比較が容易になることにより，資産老朽化比率などの財政状態に関する指

標に関し，当市の現状を類似団体等と比較してどのような状況なのか把握することができ，

住民や議会に対する説明責任の履行や，資産・債務管理や予算編成，行政評価等に有効活用

することでマネジメントの強化，財政の効率化・適正化を図ることが期待されます。 

 本編では，一般会計等，全体会計，連結会計の財務状況について，各種の指標を用いた

分析を行いました。 

 

 

※各表は表示単位未満を四捨五入しているため，合計等が一致しない場合があります。 
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２ 本市の会計範囲 

 

一般会計等 

 本市における一般会計等は，一般会計と公共用地先行取得事業特別会計です。一般会計等

財務諸表は，２会計の合計から繰入金や繰出金などの会計間取引を相殺して作成していま

す。 

全体会計 

 本市のすべての会計の合計から，繰入金や繰出金などの会計間取引を相殺して作成した財

務諸表が全体会計の財務諸表です。 

連結会計 

 全体会計に本市の財政に大きく関係する外部団体を加えた会計です。内部取引（各会計及

び団体間の資金のやりとり）を相殺消去して連結財務諸表を作成します。 
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３ 財務書類４表と各表の関係 

 

① 貸借対照表（バランスシート） 

 貸借対照表は，年度末時点における市の資産と，その資産をどのような財源（負債・純資

産）で賄ってきたかを一目で分かるようにしたものです。左側の借方に資産を表示し，右側の

貸方に負債及び純資産（資産と負債の差額）を表示しています。左右の釣り合いが取れている

（バランス）ことからバランスシートと呼ばれます。 

 なお，p17 以降の貸借対照表は，総務省より示された基準モデル様式（借方を上段，貸方を

下段とする様式です。一般に，左右配置を勘定式，上下配置を報告式といいます。）で作成し

ています。 

 また，基準モデルでは流動性配列法が採用されているため，流動資産を固定資産の上段に，

流動負債を非流動負債の上段に記載しています。 

 

② 行政コスト計算書 

行政コスト計算書は，民間企業会計の損益計算書に当たるもので，貸借対照表がこれまで

のストック情報を表示したものであるのに対し，行政コスト計算書は，福祉や教育などでの人

的サービスや給付サービスの提供など，資産形成につながらない経常的な行政活動に伴うコ

ストと，サービス受益者が納める使用料・手数料・負担金等の収入といった当該年度のフロー

情報を表示しています。なお，従来の会計では捕捉できなかった減価償却費や引当金などの非

現金コストについても計上しています。 

 

③ 純資産変動計算書 

純資産変動計算書は，民間企業会計の株主資本等変動計算書に当たるもので，純資産（資

産と負債の差額）が 1 年間にどのように増減したかを表示しています。総額の変動に加え，

どのような財源や要因で増減したかが分かります。 

 

④ 資金収支計算書（キャッシュフロー） 

 資金収支計算書は，民間企業会計のキャッシュフロー計算書に当たるもので，現金の流れを

「経常的収支」，「資本的収支」及び「財務的収支」の３つに区分して表示しています。市の収

支を性質別に区分することで，どのような活動に資金を充てているかが分かります。唯一，

「現金主義」で作成しています。 
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【一般会計等財務４表による図解】 
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４ 一般会計等に関する説明と分析 

 

  （１）貸借対照表 

    固定資産は有形固定資産のうち事業用資産が 6,882 百万円の増加、イン

フラ資産が 2,036 百万円増加しました。事業用資産では新庁舎整備・消防庁舎建築

等、インフラ資産では水郷プール改築工事が増加の主な要因となっています。投資そ

の他の資産は主に庁舎建設基金の取り崩しにより▲1,139 百万円減少となりました。

流動資産は主に現金預金と財政調整基金の減少により▲2,035 百万円減少しました。

一方で負債は引当金が減少しましたが公債の増加により 6,442 百万円と大きく増加

し、総資産と負債の差額である純資産は▲1,144 百万円減少の 95,489 百万円となり

ました。 

  （２）行政コスト計算書 

    行政コスト計算書においては、人件費が 8,943 百万円、物件費等が 15,548

百万円と経常的な行政活動によるコストである経常費用のうち 5 割以上を占めてい

ます。他団体等への負担金や福祉・社会保障給付である移転費用は 20,959 百万円と

なっております。それに対し受益者が負担する使用料及び手数料を含む経常収益が

2,182 百万円となった結果、純経常行政コストは 44,242 百万円となりました。また、

資産売却等による臨時損益を含め、最終的な純行政コストは 44,193 百万円となりま

した。   

  （３）純資産変動計算書 

純資産変動計算書においては、この純行政コストを賄う財源として税収等及び国・

県等補助金が 42,999 百万円であったため、寄付による増加を含め、純資産が▲1,144

百万円減少する結果となりました。 

  （４）資金収支計算書 

資金収支については、業務活動収支 716 百万円に対して固定資産への投資キャッ

シュフローである投資活動収支が▲9,139 百万円となり、地方債元金収入・元利償還

の影響を除いた基礎的財政収支（プライマリーバランス）は▲7,909 百万円となりま

した。財務活動収支はプラス 7,233 百万円となり、起債等による資金調達を含めて最

終的な資金収支は▲1,190 百万円のマイナスとなり、当年度末資金残高は 1,215 百万

円となりました。 
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５ 全体会計に関する説明と分析 

 

  （１）貸借対照表 

全体会計では総資産が 261,383 百万円と一般会計等より 91,803 百万円増加、約 1.5

倍の規模となります。内訳として、固定資産のうち事業用資産が 67,004 百万円、イン

フラ資産が 167,510 百万円と総資産のそれぞれ 25.6％、64.1％を占めています。一方

で負債は 107,440 百万円となり、総資産と負債の差額である純資産は 153,943 百万円

となりました。 

  （２）行政コスト計算書 

行政コスト計算書においては、人件費が 9,625 百万円、物件費等が 21,577 百万円、

その他の業務費用が 2,048 百万円となりました。移転費用は国民健康保険事業特別会

計や介護保険事業特別会計の給付を含むため 44,254 百万円と一般会計等の約 2 倍と

なりました。それに対し受益者が負担する使用料及び手数料を含む経常収益が 7,876

百万円となった結果、純経常行政コストは 69,628 百万円となりました。また、資産売

却等による臨時損益を含め、最終的な純行政コストは 69,632 百万円となりました。   

  （３）純資産変動計算書 

純資産変動計算書においては、この純行政コストを賄う財源として税収等及び国・

県等補助金が 69,988 百万円であったため、純資産が 444 百万円増加する結果となり

ました。一般会計等において純資産が減少した一方で全体会計において純資産が増加

したのは、駅北地区市街地再開発事業会計において事業費の大半を建設仮勘定として

いることによります。 

  （４）資金収支計算書 

資金収支については、業務活動収支 5,394 百万円に対して固定資産への投資キャッ

シュフローである投資活動収支が▲12,982 百万円となり、地方債元金収入・元利償還

の影響を除いた基礎的財政収支（プライマリーバランス）は▲6,440 百万円となりまし

た。一般会計等同様、公債の発行が償還を上回ったことにより財務活動収支はプラス

6,254 百万円となり、起債等による資金調達を含めた最終的な資金収支は▲1,333 百万

円のマイナスとなり当年度末資金残高は 5,313 百万円となりました。一般会計等とほ

ぼ同じ傾向です。 
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６ 連結会計に関する説明と分析 

 

  （１）貸借対照表 

連結会計においては、当年度は連結対象団体が第三セクター等に限定されています

ので、総資産が261,785百万円と全体会計に比較し250百万円の増加にとどまります。

固定資産のうち投資及び出資金にて連結したことにより出資金が相殺されますので、

増加分としては現金預金等の流動資産が中心です。一方で負債は 107,592 百万円とな

り、総資産と負債の差額である純資産は 154,193 百万円となりました。 

  （２）行政コスト計算書 

行政コスト計算書においては、人件費が 10,049 百万円、物件費等が 21,555 百万円、

その他の業務費用が 2,096 百万円、移転費用は 44,128 百万円となりました。それに対

し受益者が負担する使用料及び手数料を含む経常収益が 8,198 百万円となった結果、

最終的な純行政コストは 69,632 百万円と全体会計における純行政コストと同水準と

なりました。 

  （３）純資産変動計算書 

純資産変動計算書においては、この純行政コストを賄う財源として税収等及び国・

県等補助金が 69,996 百万円であったため、純資産が 453 百万円増加する結果となり

ました。 

  （４）資金収支計算書 

資金収支については、一般会計等・全体会計とほぼ同じ傾向となり、業務活動収支

5,387 百万円に対して固定資産への投資キャッシュフローである投資活動収支が▲

12,981 百万円、地方債元金収入・元利償還の影響を除いた基礎的財政収支（プライマ

リーバランス）は▲6,447 百万円となりました。公債発行・償還による財務活動収支は

プラス 6,252 百万円となり、最終的な資金収支は▲1,343 百万円のマイナスとなり当

年度末資金残高は 5,596 百万円となりました。 
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７ 財政指標に関する分析 

 

（１）資産形成度 

資産形成度は、「将来世代に残る資産はどのくらいあるか」といった住民等の関心に基 

づくものです。 

 

 ① 住民一人当たり資産額 

  資産合計 ／ 住民基本台帳人口 

資産額を住民基本台帳人口で除して住民一人当たり資産額とすることにより、住民

等にとってわかりやすい情報となるとともに、他団体との比較が容易になります。 

一般会計等 全体会計 連結会計 

1,204 千円 1,856 千円 1,859 千円 

 

  ② 歳入額対資産比率 

資産合計 ／ 歳入合計 

    当該年度の歳入総額に対する資産の比率を算出することにより、これまでに形成さ

れたストックとしての資産が、歳入の何年分に相当するかを表し、地方公共団体の資産

形成の度合いを測ることができます。 

一般会計等 全体会計 連結会計 

2.71 年分 2.58 年分 2.57 年分 

                          

 

  ③ 有形固定資産減価償却率（資産老朽化比率） 

   有形固定資産の減価償却累計額 ／ 取得価額等 

    有形固定資産について、一定の耐用年数により減価償却を行った結果として資産の

取得からどの程度経過しているかを全体として把握することができる指標で、100%に

近いほど老朽化の程度が高いということになります。さらに、固定資産台帳等を活用す

れば、行政目的別や施設別の有形固定資産減価償却率（資産老朽化比率）も算出するこ

とができます。 

一般会計等 全体会計 連結会計 

50.7% 48.3% 48.3% 
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（２）世代間公平性 

世代間公平性は、「将来世代と現世代との負担の分担は適切か」といった住民等の関心に

基づくものです。これは、貸借対照表上の資産、負債及び純資産の対比によって明らかにさ

れるものです。 

 

① 純資産比率 

 純資産合計 ／ 資産合計 

地方公共団体は、地方債の発行を通じて、将来世代と現世代の負担の配分を行いま

す。したがって、純資産の変動は、将来世代と現世代との間で負担の割合が変動したこ

とを意味します。例えば、純資産の減少は、現世代が将来世代にとっても利用可能であ

った資源を費消して便益を享受する一方で、将来世代に負担が先送りされたことを意

味し、逆に、純資産の増加は、現世代が自らの負担によって将来世代も利用可能な資源

を蓄積したことを意味すると捉えることもできます。ただし、純資産は固定資産等形成

分及び余剰分（不足分）に分類されるため、その内訳にも留意する必要があります。 

一般会計等 全体会計 連結会計 

56.3% 58.9% 58.9% 

 

  ② 社会資本等形成の世代間負担比率（将来世代負担比率） 

   地方債合計 ／ 公共資産（事業用資産＋インフラ資産） 

    社会資本等について将来の償還等が必要な負債による形成割合（公共資産等形成充

当負債の割合）を算出することにより、社会資本等形成に係る将来世代の負担の比重

を把握することができます。 

一般会計等 全体会計 連結会計 

43.3% 40.3% 40.3% 

 

                          

（３）持続可能性（健全性） 

持続可能性（健全性）は、「財政に持続可能性があるか（どのくらい借金があるか）」とい

う住民等の関心に基づくものであり、財政運営に関する本質的な視点です。 

 

① 住民一人当たり負債額 

 負債合計 ／ 住民基本台帳人口 

負債額を住民基本台帳人口で除して住民一人当たり負債額とすることにより、住民

にとってわかりやすい情報となるとともに、他団体との比較が容易となります。 
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また、（１）資産形成度①住民一人当たり資産額と対比させると、住民一人当たり負

債額の約 2.3 倍の資産を保有しているということがいえます。 

一般会計等 全体会計 連結会計 

526 千円 763 千円 764 千円 

   

 

② 基礎的財政収支（プライマリーバランス） 

   業務活動収支 ＋ 支払利息支出 ＋ 投資活動収支 

資金収支計算書上の業務活動収支（支払利息支出を除く。）及び投資活動収支の合算

額を算出することにより、地方債等の元利償還額を除いた歳出と、地方債等発行収入

を除いた歳入のバランスを示す指標となり、当該バランスが均衡している場合には、経

済成長率が長期金利を下回らない限り経済規模に対する地方債等の比率は増加せず、

持続可能な財政運営であるといえます。 

一般会計等 全体会計 連結会計 

▲7,909,018 千円 ▲6,440,155 千円 ▲6,447,139 千円 

 

 

③ 債務償還可能年数 

 ( 地方債 + 退職手当引当金等 - 充当可能基金等 )  

÷ （ 業務活動収支[黒字分] - 臨時収支分 ） 

地方債や退職手当引当金といった実質債務の全てに対し償還財源上限額をすべて償

還に充当した場合、何年で現在の債務を償還できるかを示す指標で、債務償還能力は

債務償還可能年数が短いほど高いといえます。債務の償還原資を経常的な業務活動か

らどれだけ確保できているかということは、債務償還能力を把握するうえで非常に重要

な指標です。 

一般会計等 全体会計 連結会計 

96.47 年 17.65 年 17.68 年 

                          

 

（４）効率性 

効率性は、「行政サービスは効率的に提供されているか」といった住民等の関心に基づくも

のです。地方自治法においても、「地方公共団体は、その事務を処理するに当っては、住民の

福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」

とされているものであり（同法第 2 条第 14 項）、財政の持続可能性と並んで住民の関心が高

い視点です。 
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 住民一人当たり行政コスト 

  各行政コスト ／ 住民基本台帳人口 

行政コスト計算書で算出される行政コストを住民基本台帳人口で除して住民一人当

たり行政コストとすることにより、地方公共団体の行政活動の効率性を測定すること

ができます。また、当該指標を類似団体と比較することで、当該団体の効率性の度合い

を評価することができます。 

なお、住民一人当たり行政コストについては、地方公共団体の人口や面積、行政権能

等により自ずから異なるべきものであるため、一概に他団体と比較するのではなく、類

似団体と比較すべきことに留意する必要があります。 

 一般会計等 全体会計 連結会計 

住民一人当たり純経常行政コス

ト 

314 千円 494 千円 494 千円 

住民一人当たり人件費 64 千円 68 千円 71 千円 

住民一人当たり物件費 110 千円 153 千円 153 千円 

住民一人当たり移転費用 149 千円 314 千円 313 千円 

 

 

（５）弾力性 

 弾力性は、「資産形成等を行う余裕はどのくらいあるか」といった住民等の関心に基づくも

のです。 

 

 行政コスト対税収等比率 

  純経常行政コスト ／ 財源等（税収等＋国県等補助金） 

税収等の一般財源等に対する行政コストの比率を算出することによって、当該年度

の税収等のうち、どれだけが資産形成を伴わない行政コストに費消されたのかを把握す

ることができます。この比率が 100％に近づくほど資産形成の余裕度が低いといえ、さ

らに 100％を上回ると、過去から蓄積した資産が取り崩されたことを表します。 

一般会計等 全体会計 連結会計 

102.9％ 99.5％ 99.5％ 

 

 

（６）自律性 

 自律性は、「歳入はどのくらい税収等で賄われているか（受益者負担の水準はどうなってい

るか）」といった住民等の関心に基づくものです。 
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 受益者負担の割合 

  経常収益 ／ 経常費用 

行政コスト計算書の経常収益は、使用料・手数料など行政サービスに係る受益者負

担の金額ですので、これを経常費用と比較することにより、行政サービスの提供に対す

る受益者負担の割合を算出することができます。地方公共団体の行政サービス全体の

受益者負担の割合を経年比較したり、類似団体比較したりすることにより、当該団体の

受益者負担の特徴を把握することができます。 

一般会計等 全体会計 連結会計 

4.7％ 10.2％ 10.5％ 
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８ まとめ 

 

  

 

 

 

 

平成 27年度 土浦市財務書類 （総括） 
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（１）資産適合性（資産形成度）の観点から 

資産適合性の課題としては，人口構造の変化により公共施設等の利用需要が変化し

ていく事が予想されるなかで，安定的な税収の確保が困難となる可能性も考慮しつ

つ，公共施設等の全体状況を把握し中長期的な視点のもとに，公共施設等の最適な

配置（選択と集中）を実現することが求められます。同時に，新規投資と更新投資

のバランスを重視しつつ，資金の確保と更新時期を把握することで計画的に財政負

担を軽減・平準化することが，安定的な行政経営に不可欠であると考えられます。 

 

（２）世代間公平性の観点から 

純資産比率が低下するということは，現存する社会資本の整備のための負担が現役

世代よりも将来世代に比重が増したことを意味します。当年度の純資産比率は，

56.3%となっています。近年，公債の発行により必要な公共資産投資を積極的に行

ってきた結果とも言えますが，将来世代の負担を過重にしないためにも，継続的に

プラスとなることを意識した行政経営を行う必要があります。 

 

（３）健全性（持続可能性）の観点から 

本市の一般会計等での公債残高は 94,423 百万円となっており，年々増加傾向にあ

ります。公共資産投資への財源の裏付けともいえますが，反面，債務償還可能年数

にも大きく影響し，将来世代への負担の先送りが更に高まったことになります。 

しかしながら，これら数値的な評価もさることながら，公共資産投資，とりわけイ

ンフラ資産への投資は自治体としての重要事業であるため，住民への行政サービス

満足度や後述する資産老朽化問題を考慮しつつ，必要な公共資産投資に対して的確

な財源選択を行うなどの政策的な行財政運営が求められるものと考えます。 

 

（４）効率性（行政活動の効率性）の観点から 

社会資本に対するコストでは，これまでの多くの公共資産投資を行った結果として

減価償却費は年々増加していくと予想され，経年劣化に伴うメンテナンス費用も将

来的に増加していくことが予想されます。 

また，年々増加する補助交付金や扶助費等の移転支出では，子育て・医療サービス

の充実したまちづくりの実現に向けての政策的な事業投資を行っているといえます。

将来の人口減少と少子高齢社会を見据え「水・みどり・人がきらめく 安心のまち 

活力のまち土浦」をコンセプトに，効率的かつ適正なコストコントロールを図ると

同時に，必要な事業に最適な投資を行っていくことが不可欠な状況にあると考えら

れます。 
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（資料）  
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● 一般会計等財務書類 
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● 全体会計財務書類 
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● 連結会計財務書類 
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